
確定申告などに関するお問い合わせ
�国税庁ホームページ「確定申告特集」
をご覧ください。

e-Tax 操作などに関するお問い合わせ
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
☎ 0570-01-5901（土日㊗除く）

1
2025

お知らせ版

　令和6年分所得税または令和7年度市・県民税の申告相談を市の会場で受ける方は、
事前予約が必要となります。なお、予約せずに来場された場合は、申告相談を受ける
ことができませんので、ご理解とご協力をお願いします。

申告会場 期間（土日㊗除く）※休日相談を一日実施 ※休日相談日
下稲吉コミュニティセンター（旧働く女性の家） 2月 12日水～ 2月 19日水 2月 16日日
千代田庁舎 2月 20日木～ 3月　3日🈷 3月　2日日
霞ヶ浦コミュニティセンター（旧あじさい館） 3月　4日火～ 3月 17日🈷 3月　9日日

令和 6 年分 申告相談会場のご案内 （事前予約制） 問�税務課（千代田庁舎）
申告相談申告相談

　税務署では、申告会場に出向くことなく自宅など
で確定申告ができる「e-Tax・スマホ申告」を推奨
しています。
　マイナンバーカードをお持ちの方
は、「マイナンバーカード読み取り
対応のスマホ」または「IC カード
リーダライタ」を利用して、e-Tax
で申告書を提出できます。

1 月 17 日金 午前 8 時 30 分受付開始
　❶インターネット予約
　　URL または二次元コードから予約▶
　　https://www.city.kasumigaura.lg.jp/tax.php

1 月 20 日月 午前 8 時 30 分受付開始
❷電話予約（午前8時30分～午後5時15分）
　1かすみがうら市役所に電話する（平日のみ）
　2内線 1150～ 1152を指定して予約する

　土浦税務署主催のスマホ申告相談会を開催しま
す。この機会にぜひご相談ください。
日時：1 月 21 日火　午後 1時 30 分～ 3時 30 分
場所：かすみがうらウエルネスプラザ　101・102号室
定員：30 人（先着順）
持参品：◉スマホ
　　　　◉源泉徴収票などの所得が分かる書類
　　　　◉�医療費控除などの控除が分かる書類
　　　　◉�還付金受取口座が分かる書類（本人名義）�
　　　　◉�申告する方のマイナンバーカード（また

は運転免許証などの本人確認書類）
※�マイナンバーカードの取得が間に合わない方は、会
場で「ID・パスワード」を取得して申告も可能です。
※�すでに ID・パスワードをお持ちの方は、番号などが
分かるものをお持ちください。
問�土浦税務署　☎ 029-822-1100

確定申告には「e-Tax・スマホ申告」が便利です スマホ申告相談会を開催します

　◉電話予約はつながりにくいことが予想されます。インターネット予約をご活用ください。

　※申告相談に関する詳細は、広報誌 1月号（1月 20日発行）や市ホームページに掲載予定です。

明けましておめでとうございます
本年も広報　　　　　　をよろしくお願いします

令和令和
77年年

【事前予約の方法】 ※インターネット予約と電話予約の開始日は異なりますのでご注意ください。
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くらしのお知らせ

募集のお知らせ

　市内でまちづくりに関する活動を自主的に行い、
次の要件を満たす団体に補助金を交付します。
※�交付は同一の市民団体につき、原則 1回限り
対象団体：�①または②に該当し、これからも継続的

な活動が見込まれ、活動趣旨に賛同する
市民が自由に加入できる団体

　　　　　①市民団体
　　　　　②特定非営利活動法人・社会福祉法人
対象事業：地域の活性化のための事業 (ソフト事業 )
補助金：�交付対象事業の実施に要する経費の総額に

補助率（10分の 9以内）を乗じて得た額
以内とし、200万円を上限とする（ただし、
予算の範囲内）

※�補助金の交付期間は、原則 1年以内です。ただし、
同一の交付対象事業の活動が継続する場合は、通算
5年を限度として補助金を交付することができます。

応募方法：必要書類を地域コミュニティ課に提出
期限：2 月 28日金�必着
※�応募に必要な書類などの詳細は、市ホームページを
ご覧ください。
問�地域コミュニティ課（霞ヶ浦庁舎）

まちづくりファンド助成事業を募集

　学校、病院、工場、事業所など多数の方が出入り
し、勤務、または居住する一定規模以上の防火対象
物は、防火管理者を定め防火について管理するよう
消防法令に定められています。市消防本部では、防
火管理者資格取得講習会を次のとおり開催します。
日程：2 月 13日木・14日金（2日間）
会場：�霞ヶ浦コミュニティセンター（旧あじさい館）
定員：�先着 50人（事前予約制）
受講料：5,000 円（テキスト代含む）
申込方法：市消防本部ホームページから電子申請
受付開始：1 月 15日水�午前 8時 30分から
問�市消防本部予防課�☎ 0299-59-0119

（新規）甲種防火管理者
資格取得講習会 参加者募集

2025 年農林業センサスが実施されます

　農林水産省では、２月１日を基準日として「2025
年農林業センサス」を実施します。農林業センサス
は、5年ごとに農林業を営む方や農山村の実態を明
らかにする調査で、農林業に関する最も基本的で重
要な統計を作成することを目的としています。

【調査方法】
①�1 月中旬から調査員が農林業関係者へ訪問し聞き
取りを行います。

②�聞き取り後、調査対象となった方には調査票をお
渡ししますので、経営状況などをご記入のうえ、
ご提出ください。

※�調査票に記入された事項については、
統計以外の目的には使用しません。
問�政策経営課（千代田庁舎）

里親制度のお話し会のご案内
（参加費：無料）

　「里親制度ってなんだろう」あなたの「気になる」
にお答えします。里親さんの体験談を聴くと里親制
度がより身近に感じられます。参加を希望される方
は、電話またはメールでお問い合わせください。制
度にご関心のある方のご参加をお待ちしています。
お話し会「知ってみよう、里親のこと」
▶ 2月 16日日／午前 10時～正午
　／つくば同仁会子どもセンター
▶ 3月 23日日／午前 10時～正午
　／（社福）慶育会　茨城育成園
定員：各回 10人程度
締切：各回一週間前
問�さくらの森乳児院�☎ 080-8434-3329
mail：fostercare.kidskohoo@doujinkai.or.jp「いばらきシニアカード」をご活用ください

　県内にお住まいの 65
歳以上の方は「いばらき
シニアカード」を協賛店
舗に提示すると、割り引
きやポイント加算などの
お得なサービスを受けることができます。カードは、
介護長寿課（千代田庁舎）、霞ヶ浦窓口センター（霞ヶ
浦庁舎）、中央出張所で配布しています。
　また、県では「いばらきシニアカード」の協賛店
舗を募集しています。地域、企業、行政が一体となっ
て高齢者を支え合う社会をつくるため、ぜひ協賛店
舗へのご登録をお願いします。
問�県福祉部長寿福祉課�長寿企画・援護グループ
☎ 029-301-3326

くらしの困りごと 何でもご相談ください

　日常生活におけるちょっとした困りごと、誰に相
談したら良いか分からないことはありませんか？そ
んな時は、ライフサポートセンターいばらきにお電
話ください。専任相談員がアドバイスします。また、
適切な専門家・専門機関をご紹介します。相談料・
通話料は無料、秘密は厳守します。
時間：🈷～土 午前 10時～午後 5時 30分
　　　（日・㊗除く）
電話：0120-786-184（フリーダイヤル）
問�ライフサポートセンターいばらき

まちのわだい

宝くじによる助成金で
柏崎コミュニティセンターの備品を整備

　柏崎コミュニティセンターは、子どもからお年寄
りまで、地区交流・世代間交流を中心としたコミュ
ニティ活動の場所になっています。
　今回、宝くじの助成金に
より、カーテンやエアコン、
冷蔵庫など、古くなった備
品を更新することができま
した。これまで以上にコミュ
ニティ活動の活性化が期待されます。
※�この助成は、宝くじの社会貢献広報事業として、コ
ミュニティ活動に必要な施設や備品を整備するため
に助成しているものです。
問�地域コミュニティ課（霞ヶ浦庁舎）

　市認定農業者連絡協議会（農業経営の改善に向け
た取り組みや、農業の担い手確保・育成に努める認
定農業者による組織）主催で、農業に関する講演会
を開催します。ぜひご応募ください。
内容：「食糧自給率」の社会・経済・安全保障的意義
日時：2 月 20日木�午後 2時から
　　　（午後 1時 30分開場）
会場： 霞ヶ浦コミュニティセンター
　　　会議室 1、2（旧あじさい館）
講師：藤

ふじい
井� 聡

さとし
�氏

　　　（京都大学大学院工学研究科教授）
定員：先着 100人（事前予約制）
申込方法：電話または市ホームページから電子申請
申込期限：2 月 17日🈷
問�市認定農業者連絡協議会（事務局：農林水産課）
☎ 029-886-3305

農業に関する講演会 参加者募集
（参加費：無料）

　かすみがうら市立第一保育所は、昭和40 年に開
所して以来、60 年の長きに渡り地域の方々と共に
歩んでまいりましたが、近年の入所児童の減少や施
設の老朽化が顕著な状態のため、3月31日🈷をもっ
て閉所する方向で進めています。
　これまで第一保育所をご利用いただいた保護者の
方々をはじめ、子どもたちを見守ってくださった地
域の方々、そして保育運営のためにご協力くださっ
たすべての方々の温かいご支援に
より、地域の公立保育所として運
営を続けられたことに、心から感
謝申し上げます。誠にありがとう
ございました。
問�子育て支援課（千代田庁舎）

かすみがうら市立第一保育所
令和 7 年 3 月 31 日 閉所のお知らせ

相談のお知らせ

展示のお知らせ

かすみがうら市「手をつなぐ子らの作品展」

　市内小・中・義務教育学校の特別支援学級に通う
児童・生徒が制作した作品を展示します。
日程：1 月 20日🈷～ 2月 3日🈷
場所：カスミ千代田店（新治�1827-31）
問�霞ヶ浦北小学校（事務局）�☎ 029-896-1213

　石岡市医師会主催で「血糖値から考える健康アッ
プ大作戦」をテーマに講演会を開催します。
日時：1 月 25日土�午後 1時～ 2時 30分
　　　（開場・受付開始：正午から）
会場：�ふれあいの里石岡　ひまわりの館ふれあい

ホール（石岡市大砂�10527-6）
講師：�高

たかもと

本�偉
い せ き

碩�先生（東京医科大学茨城医療セン
ター�代謝・内分泌内科�准教授）

定員：先着 300人（事前予約制）
申込方法：はがき・FAXまたは電話
問�石岡市医師会事務局（石岡市南台�2-12-6）
☎ 0299-56-5544　FAX：0299-56-5575

「一緒に学ぼう　糖尿病の新常識」
健康フォーラム 参加者募集（参加費：無料）

【これまでの交付事例】
◉�花壇整備のための材料費、またその周知活動の
ためのチラシ印刷製本費助成
◉�環境美化を目的とした、公共施設内の植栽作業、
および花壇の年間管理費用助成
◉�地域活性化を目的としたイベント（マーケット）
開催に伴う機材などのレンタル料や委託料助成

詳細はこちら
（農林水産省 HP）

　生活保護に関する相談を司法書士が電話で対応し
ます。相談料・電話料は無料、秘密は厳守します。
日時：1 月 26日日�午前 10時～午後 6時
電話：0120-052-088（フリーダイヤル）
問�茨城青年司法書士協議会

全国一斉生活保護相談会のお知らせ



登録作業不要
スマホやパソコンから電子書籍を無料

で借りて読むことができるサービスです
図書館利用カード番号（8桁）と

生年月日（西暦 8桁）でログイン可能

が 開設して 2 年

かすみがうら市電子図書館 二次元コードからアクセス▶
⬇専用サイトはこちらから⬇

貸出累計が 38,290 冊を超えました
今後も、多くの方のご利用をお待ちしています

～ 意見公募（パブリックコメント）を実施します ～
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電子図書館とは

電子図書館

意見の募集を予定している案件

（計画名）
　かすみがうら市こども計画（案）

（計画名）
　かすみがうら市公共施設等マネジメント計画
　【第Ⅱ期基本計画及び第Ⅱ期実行計画】（案）

（計画概要）
　市では、子どもの出生率の低下による少子化の進行
や、子どもを取り巻くあらゆる諸問題の背景を踏まえ、
子どもが将来にわたって幸せな生活が送れる社会を実
現するために計画を策定します。
問�子育て支援課（千代田庁舎）

（計画概要）
　市では、公共的施設の適正配置に関する取り組みな
どを計画的に管理していくために「公共施設等マネジ
メント計画」を策定しています。今回、社会情勢の変
化に対応するため第Ⅱ期計画を策定します。
問�検査管財課財産総括室（千代田庁舎）

（計画閲覧場所）
　�子育て支援課（千代田庁舎）、情報政策課（霞ヶ浦庁
舎）、中央出張所
　※市ホームページからも閲覧可能�⇨

（計画閲覧場所）
　�検査管財課財産総括室（千代田庁舎）、情報政策課
（霞ヶ浦庁舎）、中央出張所
　※市ホームページからも閲覧可能�⇨

（計画閲覧・意見募集期間）
　1月 10日金～ 1月 24日金

（計画閲覧・意見募集期間）
　1月 17日金～ 1月 30日木

�意見提出方法
　持参、郵送、ＦＡＸ、電子申請のいずれか　※詳細は市ホームページをご覧ください�➡　

　意見公募（パブリックコメント）とは、市の基本的な政策を定める計画などの策定段階において、その趣旨・
内容などを公表し市民の皆さんに広く意見を求め、それらを考慮して意思決定を行う手続きです。市政運
営の公平性、透明性の向上を目的とする制度ですので、ぜひご意見をお寄せください。


